
スクール会員規約 

私（以下「利用者」といいます。）は、以下の内容を承諾のうえ、株式会社ドリームゴルフ運営のドリームゴルフプレミアム銀座への入会を申し込み致します。 

 
１.利用者は、ドリームゴルフプレミアム銀座(以下「スクール」といいます。)の会員として、設備、器具、備品の取り扱い等に留意し、その上で当該規約を厳守し、
スクールを利用します。 

 
２.利用者は、入会の際には所定の入会金、月会費を納入致します。入会後、初期費用期間中は退会できないものとし、理由の如何にかかわらず入会金及び
初期費用で納入分の月会費は返金いたしません。なお、当該入会がキャンペーンの対象にかかる場合は、最低入会期間がさらに延長する場合があります。 

 
３.利用者が入会後は、毎月所定の月会費を前月２７日までに納入するものとします。なお、入会後はスクールの利用頻度・利用の有無にかかわらず、退会す
るまでの間、所定の月会費を納入するものとします。 

 
４.休会、退会、会員種別変更は希望する月の前月 10 日までに手続を行うことで、翌月 1 日をもって退会・休会となります（11 日以降の手続の場合は翌々月 1
日の退会・休会となります。）。なお、退会・休会にかかる手続は、必ず本人（やむを得ない事情がある場合は代理人）がスクールの施設窓口において所定の退

会届に記入する方法によって行うものとし、口頭、電話、ファックス、郵送、電子メール等の方法による手続はできないものとします。尚、10 日が店休日の場合
は、その前日までに手続を行うものとします。 退会をする際に、未納会費がある場合、未納会費の支払を行なったのちに、退会手続ができるものとします。 
なお、月の途中での会員種別変更はできないものとします。 

 
５. 休会期間は最大連続 3 カ月間とし、当該期間には月会費の納入義務は発生しないものとします。なお、休会期間の終了後は会員による復帰意向の有無
に拘らず、また、期間終了後の利用頻度・利用の有無に拘らず、休会期間終了月の翌月分より月会費が発生します。 

また、休会後に退会する場合も即時退会*1はできず、休会期間満了後に別途前項の退会手続を要するものとします。 
*1 休会後は 1か月以上の復帰条件がかかります。 
 

６.利用者は、レッスンを受ける場合、レッスンの予約を取った上で、レッスン当日、スクール受付にて会員証を提示しなければならないものとします。 
 
７.利用者がレッスン当日に会員証を忘れるなどして会員証の提示ができない場合、３回までに限り、スクール受付に①身分証明書（運転免許証・保険証・社員

証・学生証など）を提示し、②スクール所定の用紙に必要事項を記入することにより、当日のレッスンを受けることができるものとします。４回目からは、会員証の
再発行手続をしなければならないものとします。 
 

８.会員証を紛失した際には再発行手数料として 1,000円＋税を支払います。 
 
９.利用者は、予約したレッスンを事前連絡なく欠席した場合（無断キャンセル）は、レッスン 2 回消化となることを了承致します。 また、当日の 2 時間前以降に

予約したレッスンをキャンセルした場合はレッスン 1回消化となることを了承致します。 
 
なお、次回レッスンの予約は次月の 1 か月分までを上限とし、未消化分のレッスンの振り替えは 1 回分に限り次月に繰り越せるものとします。一旦確定したレッ

スンの予約時間の変更は、当日のレッスン開始時刻 2時間前までは承りますが、それ以降の時間変更はできません。 
 
10.１日のレッスン回数は、原則として１回ですが、平日昼間 13:00～17:00の予約枠が空いている場合は 1日最大 2回まで、その他の時間帯は来店時に予約

枠に空きがある場合は最大 2回まで予約することができます。 
 
11.スクールの利用に対し、以下の禁止行為を行わないことを誓約します。 

（１）無許可の写真・ビデオ撮影・録音・配信その他会員又はスタッフの肖像、姿態、音声、その他個人情報を記録する一切の行為 
（２）他の会員やスタッフに対する政治、宗教、マルチ、ネットワークビジネスその他これに類する一切の勧誘行為 
（３）施設内の什器、設備、備品、その他一切の物品に対する破壊、毀損、落書き、持ち去り、その他物品に対する権利を侵害する一切の行為 

（４）施設内での飲酒、喫煙（特別に喫煙が許可されたスペースでの喫煙を除きます。）、騒乱、騒音、喧嘩、暴言、暴力、威嚇、恫喝、強要、誹謗中傷、つきまと
い（電話・メール・SNSでの間接的なつきまといを含みます。）その他会員又はスタッフに対する一切の迷惑行為 
（５）施設内に私物を備置又は放置する行為 

（６）他の会員（自身の同伴者を除きます。）に対する独自のゴルフレッスン、アドバイス、その他これに類する声掛け行為 
（７）施設専用部及び施設同フロアの共用部以外に設けられた、建物専用部・共用部に立入る行為及び建物設備を利用する行為 
（８）施設のある建物内にペットを含む動物等の持ち込み行為 

（９）上記のほか、施設側から上記に類するものとして明示的に禁止された一切の行為 
 
12.利用者は、スクールにおいて、自己の荷物、金品は自己責任において管理するものとし、これらの破損、盗難などに関して、スクールに対して何らの請求も 

致しません。 
 
13．利用者は、スクールの設備、器具備品等について善良なる管理者たる注意義務をもって利用するものとし、これらの破損・紛失等については、購入代、修 

理代その他一切の責任を利用者が負担します。 
 
14.入会時に届出をした個人情報（住所・電話番号など）に変更が生じた場合は、速やかに所定の用紙に記入し、書面をもって届出致します。 

 
15．本スクールの施設利用に際して、本スクールにおけるレッスンの特徴について説明を受け、レッスンに伴うリスクについて理解した上で、インストラクターが
ついた場合にはインストラクターの指示に従ってレッスンを受けます。 

また、利用者は、スクールにおいて怪我をしないよう利用者自身において十分に準備・注意して利用するものとし、利用者自身または第三者が原因で自身に生
じた、怪我、その他の人的物的損害について、スクール側に対して一切賠償請求を致しません。ただし、明らかな施設上の瑕疵、又はスタッフに重大な過失が
あった場合を除きます。 

 
16．利用者は、会員の資格、その他スクール利用にかかる一切の権利義務につき第三者に対して譲渡できないものとします。 
なお、利用者が第三者にレッスンを受けさせた場合、会員は第三者の入会金と月会費を支払うものとします。 

 
17.利用者は、会員の資格、その他スクール利用にかかる一切の権利義務につき第三者に対して譲渡できないものとします。 
   

18.以上の項目に著しく違反した場合又は項目違反についてスクール側による警告によっても是正措置を講じない場合、スクール側による退会通告により会員
資格を失うものとします。この場合、既に支払済みの月会費等の返還は行われず、また、未納の債務を直ちに返済するものとします。  
 

19.利用者が月会費の支払を滞納し、その金額が３ヶ月分に達したときは、自動的に退会扱いとなります。この場合の処理も前項に従うものとします。 
 
20.会員は本規約により発生する債務の支払を遅滞した場合、年利 20％の遅延利息金を支払うものとします。 
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21.私の個人情報については、株式会社ドリームゴルフがサービス提供以外の目的で使用することなく、個人情報を保護する為に細心の注意を払って利用す
ることを条件に、提出することに同意致します。但し、退会後に株式会社ドリームゴルフが私宛に本スクール及び関連サービスのＤＭを送付する、メールマガジ
ンを配信することも正当な利用目的の範囲内に含まれるものと致します。 

 
22.スクールで提供されるレッスン、その他スクールに関して利用者とスクール側との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属
的合意管轄裁判所とします。 

 

月会費等のクレジットカード支払・銀行口座引落規約 

                                                                                                     

1.月会費の支払方法は銀行口座からの引落しのみとさせていただきます。原則として現金払い又は銀行振込みによる月会費の支払方法は認められません。 
※初期費用のみクレジットカードでの支払いは可能です。 

 
2.株式会社ドリームゴルフ運営のドリームゴルフプレミアム銀座に月会費引落しの銀行口座（以下「登録銀行口座」）の支払の変更、または解約申し出をなされ

ない限り、ドリームゴルフプレミアム銀座会員様（以下「当会員」）は登録銀行口座より、毎月、継続的に月会費等をお支払いいただきます。登録銀行口

座を変更したい場合は、ドリームゴルフ銀座までご連絡下さい。 
 
3.登録・末梢の手続きには、お申し込みから完了まで 45日程度掛かります。 

 
4．月会費料金等領収書のお知らせは発行いたしません。 
 

5．各月の月会費料金の引き落としについて、何らかの事情により、引落ができなかった場合は、当社から指定させていただく方法によりお支払いいただきます。 
 
6.利用者は、登録銀行口座より残高不足等により継続的に月会費の引落ができなかった場合、何ら事前の通知すること無く、最大限６ヶ月分を上限としてまと

めて未納会費の自動決済が発生することがあることを承諾します。 
 
【当会員のご契約者と登録銀行口座が異なる場合】 

 
当会員と登録銀行口座の名義人が異なる場合は、必ず続柄をご記入下さい。また、登録銀行口座の名義人は、月々の月会費料金等のお支払いを当会員の
ご契約者から委任されたことを承認していただきます。 
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私は、ドリームゴルフプレミアム銀座 （  フルタイム  ・  デイ  ） （  月 8  ・  月 6  ・  月 4  ・  月 3  ・  月 2  ） 会員に、 

「スクール会員規約ページ 1,2」を確認・同意の上、入会申込いたします。 

令和      年     月      日 

 

署名                                  ㊞ 

 

メールアドレス （必須）                                   

 

  


